
２６年議案第１８号 

 

 

   清須市農業委員会委員一般選挙の選挙期日について 

 

 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準用す

る公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第１項の規定により、平成 

２６年９月２８日に清須市農業委員会委員一般選挙を行うものとする。 

 

 

  平成２６年８月２８日提出 

 

                清須市選挙管理委員会 

委員長 山 田 耕 慈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案理由】 

 清須市農業委員会委員の任期が本年９月３０日で満了となるため、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準用する公職選挙法第

３３条第１項の規定により、その任期が終わる日の前３０日以内である８月３１日

から９月２９日の間に選挙を行わなければなりません。 

ついては当選証書附与等の諸事務を考慮し、９月２８日を執行日とするものです。 


